
令加 ７年度　む益財回法人　日本教育む務員ｌム済会　本部ａび愛媛支部

奨学事業　大学給付奨学生（予約ｌｌ）Ｓ集Ｓ項

大学生を対象とする奨学給付は、公益財団法大日 本教育公務員弘済会（以下 ［肖 会と いう 。］）

の定款第 ４粂 に定める 「青少年の健兔な育成 に貴する ため 、有為の学生 ・生徒にがする奨学貴

台の給付」を行う事業です。令和７ 年度は、 下記要項のとおり実施します。

１。 主催　似益！！オ団隹大　日本魑庶厄務Ｊ４ リム済会　本部‾ｋび愛媛支部

２。 給付要件

（１）奨学金給付 の趣厄

修学意欲があ りながら学資金の支払いが特に困難と認められる者に対して、 返還義務のない

奨学金を給付し、 大学への進学及び修学の継続を支援します。

（２）本事業が求める 学生像

将来社会の発展に貢献 した いと いう 高い志の もと 、自 らの夢や 目標を明確に もち 、その実現

に向け学び続ける人

（３）応募（推薦）資格要件

奨学金を給付する募集対象者は、次の全ての要件を満たす者と します。

①ｔ媛聯濕の 高馬学校等の最終学年又は高陽售門学校第３ 学年 に白ミ手 し、 兔国 の国厄私立

大学 （ミ信教育の学部ヽ頂晁、 短期大学、大学校は対象夕いに進学を目指す生徒とします。

高等学校等は、鷄等学校全日制課程 ・同定時制課程・ 回通信制氛程、中等教育学校の後

期簇程、 特ＳＩＩ支援学校の高等部 （高等特私支援学校を含む）、 専修学校の高等簇程‾ｋび当

会が特に認め る学校と しま す。

②家隹の事情によ りず費］芟弁困難 （回 一生計の ＪＩ又人台計金額 ４００万 円未満） とぼめら れ、

かつ修学意欲に富み、 かつ学業を継続できる と在学する高等学校等の校長の推薦を受け

た生徒（１校 １‰まで）と します。

③もミネ ｝り１回 にお ける 兔体 の学回成績の状況 （售定専ち値）が ４．０Ｊｊ、上の 生せ、又は特ＳＩは

援学校高等部 にあ って は校長が回程度の学力 があ ると 認め る生徒と しま す。

３。 募集人数　 ｚリ＝、

４。 給付金額　 奨学生一人に対し 万額 ３万 Ｆエ］を 給付 しま す。



５。 給付期間　在学する大学の漲］モ規の最短修業期間とし、上限を ４年間と します。

（４ 年制、６ 年制 を問わず、入学１ 年目 から ４年 目ま でを 上限）

６． 交付時期　奨学奈は、入学後の５ 肖・ ７ＪＩ・ １０ 万・ １回 に３ かｙｘ分ずつ奨学生名義の 口座

に振込みます。（ ５自 はノいＸ～い１分を振込尨）

７。 募集加回

令和 ６年 ５１ １日　 ～　 令和 ６年 ６万 ３０ 日まで（締切厳守、必着）

８。 スケジュール

令和 ６年 ７　ｙｘ頃　　第一次選考を行います。選考結果を支部長か ら在籍する校長にミ知 しま

す。

令和 ６年 ８ｙへ頃　　第二次選考を行います。

令和 ６年 １１ ｙｘ頃　選考結果を支部長から在籍する校長にｊｍ知 し、 高等学校等にて校長か ら生

徒本 人に 採鴇内定通知 書を 手交 しま す。

令和 ７年 ５万 頃　　大学の在学証明書によ り在学を心縦した後、 採鴇決定ミ知香を送付し送

金を獸始 します（在学証凧書が期日 までに提出されない場合は、辞退され

たも のと 見な しま す）。

９． 提鴇書類

（１）応募時

①大学給付奨学生 （予ぢ駄）中獵香

②申請者情報攷び氛元保証人崔混香

③個人情報の句、扱い に回する 回意香

④世帯兔長の所祖証獸書（直互年生のも の）

⑤大伴給付奨学生 （予もク堕） 推薦香

⑥成績ま回書 （高陽学校丐の直近までの成績）

なお、直近までの成績証凧香と は、 高等学校等第 ２学年３ 学期までの成績と します。

（２）採ｍ［大丿 定後 （大学入学後）

①進学し た大苛の在学証凧書

②「大伴擶吭奨苛生」 誓約書

③大学給付奨学生金融機関 口蓖振恚鬯、頼書

④

（３）在学期間中

①崔捗状況報告書 （学年毎）

②を手証明書 （学年毎）

③異動報告宍 （異動鸚）

④成え報告書 （給吭終 了時）

※（１） ～（３） の提ぶ書類は返却いた しません。



〈個人情報の取扱いについ て〉

・申 請書等に記入 された個人情報は、選考及び選考結果のミ知 のた めに使用 しま す。

１０．書類提芭先

公益財団法大 日本教育公務員弘済会愛媛支部

干７ ９０ －８ ５４５

愛媛県松ＬＬＩ市祝谷町１－５－３３

Ｔ　Ｅ　Ｌ　：　０８ ９－９３ ２－ ８３ ５８　　　 Ｆ　ＡＸ　：　０８ ９－ ９３ ２－ ８３ ５７

Ｅ　ｍａ ｉ　ｌ　 ｅｈ ｉｍｅｇｎｉ ｋｋｙｏ ｋｏ ．　 ｏｒ ．ｊｐ

１１．選考の基準及び選考の手順

（１）選考の基準

①給付の必要性１　隻学校長の推凰書等に奨学生にふさわしい人物である と售価されてい

ること

②給付の心がせ２　家隹の事情により伴費ま：弁困難と認め られること

③奨伴生Ｋ善者のが学意欲 ［筑上心に富み、 かつき学意欲が喀じられる こと

（２）選考の手順

＜第一次選考＞　 支部選考委員会による書類選考

①申請書等に よる 資格要賢の４認

②学 費］ま弁の困９まの確嘉

③覬績の確Ｗ

④修学意欲の確瓷

①～④の総佶努』定によち‾簒集人数にれ干‰を加えた人数を第一次恢補考として選考し

ます。

＜第二次選考＞　 第一次候補者 を対象に 、支部選考委員会 によ る面接選考

①本大攷び申 請書兄載事蘿の鳰縦

②修苛意欲の確認

①～②により 第二｀匹嶌考 （次鰥の候嶌フれ包尨）と して選考 し、 本ちに庖售長旭で推あし

ます。

１２．結果の通知 と奨学生の採鴇鸚定

支部長の推薦 を受 けミ事長が採 ｊＨ ［大丿定者（次点の候補者含む）を 決定 しま す。 選考の結果に

ついては、支部長から校長に通知すると とも に、 高等学校等において校長か ら生徒本人に採ｍ

内定通知 書を 手交 しま す。 なお 、次点候補者 には次点候補者通知書 を、 不採 Ｈｊ 者に は選考結果

通知書を校長から手交します。

採篦内定者が大学 に入学し ない場合 には、校長が速やかに 本人から の辞退届 を支部に提ぶし

ます。支部は次点の候補者に連絡し、奨学金の給付を受けるかどう か及び大学への入学の有無



を確認し ます。次点の候補者が給付奨学金を受ける場合に は、 校長にその回通知する とと もに

申請者本人に採笆内定通知書を もっ て通知し ます。

次点候補者が不採用の場合には、校長にその回通知すると とも に、 申請者本人に次点候補者

不採用通知書をもって通知 します。

１３．奨学生の採笆決定

ミ事長は採夕目内定者から提坎、さ れた書類を確認し、採ｍを決定 します。

その結果については、 支部長を通じて校長にその回通知すると とも に、 本人に採鴇決定通知

書をもって通知します。

１４．奨学生の採鴇決定後の義務

①奨学生は、 毎年生４　ＹＸ　２０　日までにを学証凧書ヽ嵬捗へ犬況報告書を支售長に皿します。

②奨学生 は、 ４年笥の給嫣が終了す る年を末 まで に成靨、報告書を戔鵬長に皿し ます。

③奨学生又は粫元保証人は、欸下の場台 に異動報告書 をず鵬長藐包で理事長 に鼈もし ます。

ア　 奨学生が休学、復学、 転学、留年、 留学又は退学した とき

イ　 奨学生が停学、その他の処分を受けたとき

ウ　奨学生が死としたとき

エ　 奨学竪が住所、電話番号、 名前を変更したとき

④奨学生 は、 当会本部が実施す るセ ミナー等 に参加し ます （オ ンラ イン 回をの場合も あり

ます ）。

１５ ．奨学金 の返還と 廃止

奨学生が次の事蒐のい ずれかに該肖 した とき は、 既に給付 した奨学金の兔部又は一部 を返還

させるこ とができるこ とと し、 八後の給付を廃止します。

①タ１学金を給Ｈ 目ＶＷ、タいこ使 ＪＩ した とき

②き りの 申請その 他フドｊＥな手ほ によ って縦付 をき けた とき

③休学、 魅学又は留年 の理 ［１］がｊａ リＪではない と４１１躑ｉ されたとき

④粧学す る大苛で処ガ をき け、 ネ籍 を央 った とき

⑤その他ｙネ生と して適りＪで はな いと 努』 断さ れた とき

１６ ．奨学金 の併 ＪＩ

当会の貸与奨学金攷び他の企業 ・団体等の奨学奈 との併鴇も可 とし ます。

１７ ．そ の他

｀％、こ の事業は令和 ５年度か ら令和８ 年度までの４ 年間 に限 り行 う予定です。

｀％、採鴇・ 不採用のえ包等については一切回答しません。


